変更後の使用目的に係る資料　別紙
法第13条第2項各号の要件を満たす理由
	法第13条第2項第1号
（必要かつ適当で代替性がない）
	

	法第13条第2項第2号
（地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがない）
	

	法第13条第2項第3号
（農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがない）
	

	法第13条第2項第4号
（担い手の農用地利用集積に支障を及ぼすおそれがない）
	

	法第13条第2項第5号
（土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがない）
	土地改良施設等･･･用排水路、揚排水機場、水管理改良施設やため池、土留工、防風林等

	法第13条第2項第6号
（土地基盤整備事業完了後8年を経過している）
	











